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令和３年度（２０２１年度）

高圧ガス保安法に係る北海道の指導保安業務の方針

経済部環境・エネルギー局環境・エネルギー課

１ 高圧ガス保安の現状と課題

容器の喪失・盗難を除く全国の高圧ガス関連事故は、近年、増加傾向にあり、平成３

０年（２０１８年）には過去最多の７１７件となったが、その後減少に転じ、令和２年

（２０２０年）は５４１件と、前年より１０７件の減少となった。その内訳は、８５％

が製造事業所の事故であり、消費先１０％、移動中３％、その他３％となっている。

また、容器の喪失・盗難は４１件と、前年より１２件の減少となった。

盗難等を除く事故原因としては、腐食など設備の維持管理の不良によるものが２３６

件と４４％を占め、設備の設計、製作の不良によるものが１４％、誤操作・誤判断など

ヒューマンファクターによるものが９％となっており、基本的な設備管理、保安管理教

育が徹底されていれば大半が防止できたものと考えられる。

一方、令和２年（２０２０年）における道内の高圧ガス関連事故は、盗難等を除き１

６件と令和元年（２０１９年）より３件増加した。１年以内にＣ１級事故が再発したＢ

２級事故１件を除きいずれもＣ級事故であり、内訳は噴出・漏洩１４件、火災１件、そ

の他１件であった。１６件のうち７件は冷凍設備での冷媒の漏洩であった。

事故原因としては、経年劣化などの腐食管理不良によるものが４件、点検不良が４件、

誤操作・誤判断によるものが４件、人的ミス・製作不良が２件であった。

また、容器の喪失・盗難は令和２年（２０２０年）は４件発生し、令和元年（２０１

９年）より１件の増加となった。

最近の高圧ガス保安行政の動向として、国内では多くのプラントでリニューアルの

遅れにより高経年化が進行していることや、高度な知見を持ち、保守、安全管理を担っ

てきたベテラン従業員の引退により保安人材が不足していることから、今後、重大事

故のリスクは増大する懸念がある。これらに対応すべく、プラント保安分野におけるド

ローンやＡＩ等の活用に向けた取組等、国の進める高圧ガス保安のスマート化の動きに

適確に対応していく必要がある。

その他、水素関連としては、圧縮水素スタンドにおいて顧客によるセルフ充填が可

能となったほか、複数のスタンドにおける保安監督者の兼務が認められたところであ

り、水素社会の実現に向け、今後も関連した動きが見込まれる。

２ 高圧ガス保安に係る指導方針

(1) 重点指導事項

上記現状と課題を踏まえ、次の事項を重点として高圧ガス製造事業所等を指導するこ

ととする。

① 維持管理の強化と改修等の設備投資の促進

高経年化により老朽化が進み、腐食・劣化による漏えい事故が懸念される設備につ

いて、日常点検、定期自主検査等を確実に実施し、点検結果等に基づき適切な設備の

維持管理を行うとともに、計画的な改修等の設備投資を促進すること。
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② ヒューマンエラーの防止対策の促進

事業所の現状にあった適切な人員配置とするとともに、効果的な保安教育と設備管

理体制の構築を促進すること。

③ 日常点検の強化

軽微な異常を含めた業務、作業記録及び対応策の日誌等への記載を徹底すること。

④ 消費者への啓蒙促進

高圧ガス販売事業者等に対し、消費先での事故が多発している現状を踏まえ、消費

者への消費設備の取扱等に係る周知の徹底や、消費状況の的確な把握について要請す

ること。

⑤ 事故発生時の報告

事故（容器の喪失・盗難を含む。）が発生した時は、遅滞なく（ただし勤務時間外

に発生したＢ２級事故又はＣ級事故は、直近の開庁日に）振興局等に報告（速報）す

るよう事業者を指導すること。

(2) 自主保安体制の構築・確立

事業所の規模や設備状況に応じた適切な保安管理体制の確立を図るため、保安レベル

や安全意識の向上に向けて、次の事項を高圧ガス製造事業所等に対し指導することとす

る。

① 危害予防規程の再確認と見直し

保安管理体制における指揮系統、組織管理、チェック機能を随時見直すこと。

② 保安教育の効果的実施

ア 従業員の法令遵守の徹底と制度改正等に関する理解の促進を図ること。

イ 安全意識の向上と事業所の特殊性に対応した教育方法の導入を推進すること。

ウ 製造等のノウハウや作業手順及びその実施理由等についての理解度の向上を図る

こと。

③ 特定の事故を想定した災害・応急訓練等の実施

ア 共同防災訓練の実施参画

高圧ガス輸送保安対策等の一環として、高圧ガスの輸送途上における災害事故を

想定した「地域共同防災訓練」に参加すること。

イ 事業所単位での防災訓練

想定される事故内容に応じた実践的な訓練を行うこと。

３ 保安検査等の方針

令和２年度（２０２０年度）の保安検査等での指摘件数は２９件あり、令和元年度（２

０１９年度）より９件増加した。

指摘内容は、バルブや締結部等からの微小漏えいなど気密性能に関するものや、ガス

漏れ検知警報設備の作動不良、防消火設備の整備不良が見られたほか、設備台帳の不備、

保安教育計画の未作成、保安教育が計画的に実施されていない事案や危害予防規程が順

守されていないなど、製造事業所として基本的な事項の違反が見受けられる。

前述のように、事故原因としては腐食・劣化など設備の維持管理の不良によるものが

多いことや、令和２年度（２０２０年度）の保安検査での指摘内容を踏まえ、「事業者

における自主検査の充実」など、事業者自身による自己責任意識に基づいた自主保安体

制を確立することを改めて求める。
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また、保安検査の対象とならない第二種製造事業者、容器検査所、特定高圧ガス消費

者等については、計画的に当該事業者への立入検査の実施を行うこととする。

なお、高圧ガス保安協会及び指定保安検査機関が保安検査を実施している事業者に対

し、総合振興局及び振興局は、協会等と連絡を密にして、５年以内に１回を目途として、

計画的な立入検査を実施する。

以上の考え方に立って、次のとおり保安検査及び立入検査を実施していくこととする。

(1) 違反行為に対する厳正な行政措置

保安検査や立入検査において、事業者に法令違反が見られる場合は、改善指導又は法

に基づく報告の徴収、基準適合命令などにより厳正に対処する。

(2) 保安検査の実施に係る重点事項

① 保安統括者等責任者から自主保安体制や設備の保守(特に老朽更新計画)などについ

て説明を求めること。

② 日常点検の実施状況や保安係員相互の引継について確認すること。

③ 設備台帳等による高圧ガス設備の開放検査の実施状況等、設備の機能維持状況を把

握し、改善措置状況（改善措置に至った経緯を含む。）について確認すること。特に

安全装置や防消火設備など機能に不備がある場合､事故に直結する設備の作動状況に

注意すること。

④ 高圧ガス設備の開放検査の周期については、高圧ガス保安協会「保安検査基準」又

は、「高圧ガス貯槽開放検査周期延長実施要領(平成２２年３月２９日付け資源第１

５３５号)」によるものであることを確認するとともに、「保安検査基準」に規定す

る開放検査周期を採用している場合は、①同様説明を求めること。

(過去の補修や非破壊検査等の状況による経年管理の考え方、検査事業者や設備メ

ーカーの意見等を勘案したうえで検査周期を設定していること。)

⑤ 定期自主検査の記録により｢耐圧性能及び強度･気密性能｣を確認する場合は、高圧

ガス保安協会｢認定検査事業者｣の資格取得を受けていない事業者等が検査を行ってい

る場合には、当該事業者等が非破壊検査に関する資格者を有していることや、検査規

程等により検査方法を定めているか確認すること。

⑥ 高圧ガス設備の耐圧性能及び強度におけるフレキシブルチューブ類の取扱いについ

ては、保安検査基準の「附属書Ａ(参考)フレキシブルチューブ類の管理について」を

参考とすること。

なお、設置状況が適切に維持されていることを、許容芯違い寸法や中心線最小曲げ

半径などの測定記録などにより確認すること。

ただし、残ガス回収装置のフレキシブルチューブは、「元売業者またはＬＰＧ基地

発行のＬＰＧ試験成績書等」では担保されないことから、別途、事業者自ら品質確認

を行っているか、従来どおり毎年の耐圧試験又は３年毎の交換を確認すること。

⑦ 誤操作等による事故が多発していることから、バルブ等の操作に係る適切な措置に

ついて、十分確認すること。

(3) 計画的な立入検査の実施

① 第二種製造事業所（冷凍設備保安協会に加入していない冷凍事業者、長期にわたり

変更届等が提出されていない一般則適用事業者等）への計画的な立入検査を、今年度

も継続的に実施し、設備の管理、保安教育の実施状況等について確認・指導する。
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② 書面等の整備状況のほか、届出義務のある事項の提出状況を確認することとし、

提出がなされていない場合は速やかに提出するよう指導する。

③ 定期自主検査の実施が義務付けられている事業所に関しては、文書により検査結果

の報告を求め、その報告内容を勘案して計画的に立入検査を実施する。

(4) 保安検査・立入検査時の留意事項

① 法令に基づく検査については、公正、公平な実施を確保する観点から、原則複数

名により行うこと。

② 保安確保のための設備を重点的に検査すること。

③ 軽微な変更事項や届出事項の工事内容等を確認すること。

④ 保安教育計画・実施記録を実効性の観点から確認すること。

⑤ 設備台帳の確認や経年劣化に対応する設備の部品取り替えや改修状況を確認するこ

と。

⑥ 日常点検調査表等の書面(原簿を含む)を確認すること。

⑦ 定期自主検査の記録表(原簿を含む)を確認すること。（記録は過去２年分以上保存

するよう指導する。）

⑧ 各責任者の選任状況と必要とする資格を確認すること。

⑨ 法令で定められた帳簿について、記載や保存状況を確認すること。

４ その他

(1) 関係団体・指定保安検査機関との連携

① 高圧ガス関係団体及び指定保安検査機関から保安上の問題に係る要請等があった場

合は、迅速に対応するなど、関係機関と十分連携を図る。

② 法令等の改正内容の周知、保安意識の高揚を図るため、高圧ガス関係団体が実施す

る保安講習会等に積極的に講師を派遣する。

③ 大規模災害が発生した場合に被害の拡大を防ぐため、日頃から地域レベルでの連携

体制の強化を図っておくことが不可欠である。

このため、北海道地域防災協議会などと連携をとり、非常時の地域連絡体制を確立

することとする。

(2) 札幌市消防局との連携

札幌市の区域内における許認可等の業務は、札幌市消防局が行っているところであり、

法令等の解釈・運用、事故調査報告等、保安確保の観点から十分な連携を図り、情報を

共有することとする。


